
No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1
①食料品の物価高
騰に対する特別加算

食料品物価高騰対策
給付金事業

①食料品価格等の物価高で影響を受けた家計を速やかに支援するため現金を
給付する。
②給付金及び事務費
③給付金　10,000円/人×37,100人＝371,000千円
　事務費　18,000千円
　事務費の内容［需用費（事務用品等）、役務費（郵送料、振込手数料）、委託料
（給付事務委託料）、使用料及び賃借料（システム使用料）として支出］
　事業費の内、15,604千円は市支出金
④全市民(世帯ごとに給付)

R8.2 R8.3

2
⑧地域公共交通・物
流や地域観光業等
に対する支援

公共交通通学支援事
業（物価高騰対策）

①公共交通機関の運賃値上げに伴い、主要利用者である通学定期利用者の経
済的負担の増加を抑制し、公共交通機関の利用促進（逸走の抑制）を図る。
②通学定期券の値上げ前後の差額の一部
③市の遠距離通学補助の対象になっていない高校生を中心とする通学定期券
購入者（市民）へ差額の一部を補助
　鉄道：8,000円（平均）×500名＝4,000千円
　バス：5,000円（平均）×40名＝200千円
　事務費　800千円
　事務費の内容　申請書受理・交付決定通知発送等業務委託料
　事業費の内、3,000千円は市支出金
④値上げされた通学定期券を購入した者（又はその保護者）を対象とし広く支援
することで公共交通からの逸走を抑制し、公共交通事業者の収益を確保する。

R7.4 R8.3

3

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

学校給食費軽減事業
（物価高騰対策）①

①物価高騰等に直面する世帯の経済的負担の軽減を図るため、学校給食の食
材費値上がりによる増額分を支援し、保護者負担を軽減し、栄養価を保った給食
を提供する。
②市内小中学校の給食費減免に係る費用
③賄い材料費増額分
　小中学校2,240人のR7.4～R8.3（給食提供約200日）までの給食提供増額分
　（小学校）40円×203食×1,413人＝11,474千円
　（中学校）40円×201食×827人＝6,650千円　計18,124千円
　事業費の内、124千円は市支出金
　※No.12と関連
④地方公共団体（一般会計）を通じて小中学校保護者、教職員等を除く

R7.4 R8.3

4
③消費下支え等を通
じた生活者支援

住宅リフォーム支援事
業（物価高騰対策）①

①省エネ効果の促進等による市内の住宅リフォームにかかる費用を糸魚川市デ
ジタル地域通貨を活用して支援することで、市内消費を喚起し、物価高騰の影響
により低迷する地域経済の回復を図る。
②市内の住宅のリフォーム工事に係る費用を助成。
③リフォーム補助金　補助率1/5（上限5万円）
　推奨事業分　50千円×98件＝3,000千円
　事務費（地域通貨協会手数料等）165千円
　事業費の内、165千円は市支出金
　※No.11と関連
④市民

R7.4 R8.3

5

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する物
価高騰対策支援

社会福祉施設物価高
騰対策事業

①物価高騰の影響を受ける介護・障害サービス事業者を支援し、安定的な福祉
サービスの提供体制を確保する。
②施設・事業所の光熱水費・食材料費ほか事業の継続に必要な経費（人件費、
租税公課を除く）の一部を支援する。
③事業継続に必要な経費の一部助成（対象期間：R7.10月～R8.3月分）
　29法人（85事業所）≒11,000千円
（対象期間における対象経費の支出額の3%（Ｒ7.4消費者物価指数の対前年同
月比上昇割合を参考に設定）に相当する額又は基準額のいずれか低い額）
 【基準額】
　・施設入所（定員90人以上）　　500千円×3か所
　・施設入所（定員70～89人　　）400千円×2か所
　・施設入所（定員50～69人）　　350千円×5か所
　・施設入所（定員39人以下）　　250千円×3か所
　・地域密着型特養　　　  　　　　　150千円×2か所
　・短期入所、認知症ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ　150千円×11か所
　・上記以外の通所・訪問系サービス　　20千円～100千円
　事業費の内、1,000千円は市支出金
④市内社会福祉施設

R7.10 R8.3

6

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する物
価高騰対策支援

医療機関物価高騰対
策事業①

①物価高騰の影響を受ける市内基幹病院を支援し、安定した医療提供体制の維
持確保につなげる。
②施設の電気・ガス料金の一部を助成
③令和7年4月～令和7年12月分の電気・ガス料金が、令和3年同期の額を上回
る場合、それぞれ増加した額の1/2の額（9,000千円を限度）
　○電気料金　　21,800千円×1/2＝10,900千円
　○ガス料金　　2,800千円×1/2＝1,400千円
　事業費の内、1,000千円は市支出金
　※No.13と関連
④市内基幹病院（糸魚川総合病院）

R7.4 R8.2
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7
③消費下支え等を通
じた生活者支援

住宅リフォーム支援事
業（物価高騰対策）②

①省エネ効果の促進等による市内の住宅リフォームにかかる費用を糸魚川市デ
ジタル地域通貨を活用して支援することで、市内消費を喚起し、物価高騰の影響
により低迷する地域経済の回復を図る。
②市内の住宅のリフォーム工事に係る費用を助成。
③リフォーム補助金　補助率1/5（上限5万円）
　推奨事業分　50千円×38件＝1,900千円
　事務費（地域通貨協会手数料等）105千円
　事業費の内、505千円は市支出金
　※No.8と関連
④市民

R7.4 R8.3

8

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

学校給食費軽減事業
（物価高騰対策）②

①物価高騰等に直面する世帯の経済的負担の軽減を図るため、学校給食の食
材費値上がりによる増額分を支援し、保護者負担を軽減し、栄養価を保った給食
を提供する。
②市内小中学校の給食費減免に係る費用
③賄い材料費増額分
　小中学校2,240人のR7.10～R8.3（給食提供約100日）までの給食提供増額分
（米等の主食費をはじめとする材料費）
　（小学校）20円×100食×1,413人＝2,826千円
　（中学校）20円×100食×827人＝1,654千円　計4,480千円
　事業費の内、1,458千円は市支出金
　※No.7と関連
④地方公共団体（一般会計）を通じて小中学校保護者、教職員等を除く

R7.10 R8.3

9

⑦医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する物
価高騰対策支援

医療機関物価高騰対
策事業②

①物価高騰の影響を受ける市内基幹病院を支援し、安定した医療提供体制の維
持確保につなげる。
②施設の電気・ガス料金の一部を助成
③令和8年1月～令和8年3月分の電気・ガス料金が、令和3年同期の額を上回る
場合、それぞれ増加した額の1/2の額（2,000千円を限度）
　○電気料金　　3,000千円×1/2＝1,500千円
　○ガス料金　　1,000千円×1/2＝500千円
　事業費の内、200千円は市支出金
　※No.10と関連
④市内基幹病院（糸魚川総合病院）

R8.1 R8.3

10

⑦医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する物
価高騰対策支援

民営保育所等物価高
騰対策事業

①物価高騰の影響を受ける民営保育所等の負担軽減のため、食材料費等の一
部を補助する。
②食材料費の一部を助成
③園児900円/人×12か月×250人＝2,700千円
　　事業費の内、270千円は市支出金
④市内民営保育所等

R7.4 R8.3

11
⑥中小企業・小規模
事業者の賃上げ環
境整備

事業者支援事業（物価
高騰対策）

①物価高騰の影響を受けている市内事業者が行う取組を支援することによって、
事業者の事業の継続化（収益力向上や生産性向上など）につなげる
②事業者補助金：事業者が行う物価高騰対策等にかかる経費の補助
　事務委託料等
③事業者補助金：補助対象経費の一部補助（上限額を設ける）
　事務委託料等：2,000千円
　事業費の内、15,000千円は市支出金
④市内事業者（個人事業主を含む）

R8.3 R8.3

12
②物価高騰に伴う低
所得者世帯・高齢者
世帯支援

フードバンク等支援事
業（物価高騰対策）

①物価高騰の影響を受ける生活困窮者向けのフードバンク活動等を支援するた
め、市内の支援団体に対して、不足する食料品や日用品を提供する。
②パックご飯等の食料品及び、トイレットペーパー等の日用品
③食料品（パックご飯、レトルト食品、缶詰等）420,000円（各100食）日用品80,000
円（boxテイッシュ、トイレットペーパー等各100個）
　事業費の内、50千円は市支出金
④市内フードバンク等支援団体２者

R8.3 R8.3


